
 

3  

昭

和

六

十

一

年

九

月

十

二

日

提
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
計
画
参
加
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
一
年
九
月
十
二
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

原 
 

健 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

近 

江 

巳 

記 

夫 

 

一 

 



 

Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
計
画
へ
の
参
加
は
極
め
て
疑
問
が
多
く
、
非
核
三
原
則
国
会
決
議
、
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
の
基

本
に
関
す
る
国
会
決
議
、
武
器
輸
出
三
原
則
等
に
鑑
み
て
平
和
国
家
の
基
本
的
枠
組
み
を
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
こ

と
は
、
重
要
か
つ
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

一 

政
府
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｉ
は
我
が
国
の
平
和
国
家
と
し
て
の
立
場
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
何
故

我
が
国
の
平
和
国
家
の
立
場
に
合
致
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

二 

Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
参
加
は
、
あ
く
ま
で
も
各
部
門
に
お
け
る
技
術
研
究
開
発
へ
の
参
加
で
あ
つ
て
、
将
来
、
開 

発
・
配
備
の
段
階
に
お
い
て
我
が
国
は
参
加
し
な
い
と
い
う
方
針
は
決
ま
つ
て
い
る
の
か
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

ま
た
、
開
発
・
配
備
に
我
が
国
が
参
加
、
協
力
す
る
こ
と
は
、
禁
止
し
て
い
る
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
抵 

 
Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
計
画
参
加
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

触
す
る
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

三 

Ｓ
Ｄ
Ｉ
は
非
核
で
あ
り
、
防
御
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
核
使
用
を
必

然
視
す
る
識
者
も
多
い
。 

非
核
・
防
衛
兵
器
で
あ
る
と
い
う
根
拠
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

四 

Ｓ
Ｄ
Ｉ
計
画
は
、
我
が
国
の
宇
宙
平
和
利
用
を
求
め
た
国
会
決
議
の
精
神
に
抵
触
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

政
府
は
、
抵
触
し
な
い
と
い
う
理
由
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

五 

Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
参
加
の
主
体
は
米
国
で
あ
る
。 

従
つ
て
、
そ
の
研
究
開
発
に
当
た
つ
て
は
、
政
府
予
算
措
置
を
も
つ
て
対
応
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と

を
明
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


